
�愛媛県告示第１０９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子基準点現地調査）

２ 作業期間 平成２３年９月１６日から

平成２４年１月３１日まで

３ 作業地域 松山市、宇和島市、西条市、大洲市、伊予市、西

予市、東温市、伊方町、鬼北町、愛南町
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�愛媛県告示第１０９３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、株式会社タニグチから次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（土地区画整理事業に伴う基準点測量・

出来形確認測量）

２ 作業期間 平成２３年９月１３日から

平成２４年１月３１日まで

３ 作業地域 松山市北条地域
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�愛媛県告示第１０９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市延喜字鳥ノ上甲３５６番７から

同市延喜字畑井田甲２４９番５４まで
平成２３年９月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線

松山市古川南三丁目１２０７番２から

同市古川南三丁目１２２０番４まで
旧 ２３．８～７０．６ ０．１４１

松山市古川南三丁目１２０７番２から

同市古川南三丁目１２２０番１地先まで
新 ２８．８～９４．０ ０．１４１

毎週（火・金）曜日発行 第２３０１号 平成２３年９月１３日

平成２３年９月１３日火曜日 第２３０１号
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�愛媛県告示第１０９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年９月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１０９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年９月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖
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�愛媛県告示第１０９９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び八幡浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年９月１３日

愛媛県八幡浜保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

八幡浜市北浜一丁目１番１号

八幡浜市長 大城 一郎

２ 事業場の名称及び所在地

八幡浜市水産物地方卸売市場

八幡浜市字沖新田１５８５番９

３ 特定施設に関する事項

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目１２０７番２から

同市古川南三丁目１２２０番１地先で
平成２３年９月１３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第２５号

平成２３年９月６日
伊予市本郡字町田５４番３

伊予市森甲６番地１

社会福祉法人 朝凪会

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第２６号

平成２３年９月６日
伊予郡松前町大字西古泉字寿４８５番１

松山市三町二丁目１３番２６号

広島総合建設株式会社

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６９号の３ イ 卸売場

特 定 施 設 の 能 力 総床面積 ６，１８９．３５５平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１４ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

低濃度汚染水 高濃度汚染水

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

通常 ５．０～９．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

低濃度汚染水 高濃度汚染水

通常 ５．５

最大 ９．２

通常 １５９．５

最大 ４７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

低濃度汚染水 高濃度汚染水

通常 ２．０

最大 ９．０

通常 ７２．０

最大 １３４
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．５

最大 ９．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．３

最大 ４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３

最大 ０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２．５

最大 ７２．５

� �２排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．５

最大 ９．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．３

最大 ４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３

最大 ０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２．５

最大 ７２．５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

低濃度汚染水 高濃度汚染水

通常 ２．３

最大 ４．０

通常 ６４．８

最大 １８４．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

低濃度汚染水 高濃度汚染水

通常 ０．３

最大 ０．６

通常 ８．５

最大 ３６．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

低濃度汚染水 高濃度汚染水

通常 １４５

最大 １４５

通常 ６０．５

最大 ９４．０

備考 高濃度汚染水は、魚の血液等が含まれた水であり、公共下水道へ排出
する。また、低濃度汚染水は、活魚水槽の水及び床の洗浄水である。
低濃度と高濃度はエリアを区切り、それぞれ傾斜を付けて側溝に集水
する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

設 置 年 月 日 ―

処 理 施 設 の 種 類 バースクリーン ２基

処 理 施 設 の 型 式 ２０ミリメートル目スクリーンＳＳ＋Ｚｎ
（亜鉛めっき） 細目スクリーン

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦０．５メートル 横０．５メートル
高さ０．２５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 スクリーン

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．５

最大 ９．２

通常 ５．５

最大 ９．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ９．０

通常 ２．０

最大 ９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．３

最大 ４．０

通常 ２．３

最大 ４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３

最大 ０．６

通常 ０．３

最大 ０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４５

最大 １４５

通常 １４５

最大 １４５

備考 汚染水は、�１及び�２の２つの排水口から排出され、それぞれの排
水口の前でスクリーンによる排水処理が行われる。
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�愛媛県告示第１１００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２３年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第５６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２３年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号

西予市野村町四郎谷１号８９３番２地先から

同町四郎谷１号８９４番２地先まで
旧 ４．６～５．６ ０．０２５

西予市野村町四郎谷１号８９３番２から

同町四郎谷１号８９４番２まで
新 １１．０ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町四郎谷１号８９３番２から

同町四郎谷１号８９４番２まで
平成２３年９月１３日

選挙管理委員会告示

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

結いの会 代 表 者 上田 賢治 脇坂 隆之 平成２３年８月８日

愛媛一新会 政 治 団 体 の 名 称 愛媛一新会 市民参加の議会一新会 平成２３年８月９日

三好貞夫後援会 会 計 責 任 者 清家 徹夫 高田 喜樹 平成２３年８月１２日

鈴木としひろ後援会 代 表 者 藤井 保 大西 静晴 平成２３年８月１８日

自由民主党愛媛県松山市第二支部 横 田 弘 之 平成２２年１２月３１日

青 野 久 美 後 援 会 曽 我 守 平成２３年４月１日

阿 部 悦 子 を 推 薦 す る 会 井 谷 カヨコ 平成２３年７月３１日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

日 野 朝 雄 後 援 会 日 野 朝 雄 平成２２年１２月２５日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２３年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名
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